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　廿日市市ごみ散乱防止ネット支給申請書
　（元号）　　年　　月　　日
廿日市市長　 様
申請者　住  　所 
　　　　団 体 名
代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　
電話番号（　　　）　　　　—

「廿日市市ごみ散乱防止ネット支給に関する要綱」第５条の規定により、次のとおり申請をします。

１　ネットを使用する場所（ダスターステーション等）

（住　　　所）廿日市市 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（地図添付）　　　　　　　

（利用世帯数）　　　　世帯

２　希望するネットの種類
□小（２ｍ×３ｍ）　　　　　□大（３ｍ×４ｍ）

【使用に関しての注意事項】
・市が委託収集をしているダスターステーション等が対象となります。代表者の方が申請をしてください。
・原則、ダスターステーション等１か所につき１枚の支給となります。
・ごみ散乱防止ネットを速やかに設置し、支給後２週間以内に使用報告をしてください。
・ごみ散乱防止ネットおよびダスターステーション等は、利用者が協力して適正に維持・管理してください。
・ごみ収集が終わった後は、ネットを折りたたむ等の片付けを行い安全な環境を保つように心掛けてください。
・申請をしたダスターステーション等以外での利用や第三者への譲渡・売却をしないでください。
・歩行者・車両等の通行に支障のないように使用してください。
・紛失、盗難、破損のないように管理してください。維持補修等は、利用者が行ってください。
・万が一事故や損害が発生しても、市は損害賠償、補償等の責は負いません。
・原則、同じダスターステーション等では３年以上経っていなければ再度の支給は受けられません。

	【使用に関しての注意事項】を了承のうえ、ごみ散乱防止ネットを受領しました。
　　　
　　　　　　　年　　　月　　　日
　
　受領者（申請者）氏名 ※自筆署名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



